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２
３
０
０
の
空
き
家

「
状
態
悪
い
」３
割
超

　
空
き
家
が
放
置
さ
れ
続
け
る
と
、

建
物
の
倒
壊
や
雑
草
の
繁
茂
な
ど

で
、周
囲
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
調
査
で
、
年
間

を
通
し
て
使
わ
れ
て
い
な
い
一
戸

建
て
の
空
き
家
が
市
内
に
２
、
３

０
０
件
あ
る
こ
と
を
確
認
。
５
年

前
の
調
査
と
比
べ
て
、
７
％
増
加

し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
管
理
状
況

が
悪
い
と
認
め
ら
れ
た
空
き
家
は
、

３
割
を
超
え
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
平

成
29
年
度
に
策
定
し
た
「
空
家
等

対
策
計
画
」
を
３
月
に
改
定
し
ま

し
た
。
利
用
目
的
の
な
い
空
き
家

や
管
理
不
全
と
な
っ
て
い
る
空
き

　空き家の問題は、さまざまなことが絡み合い、一筋縄で
はいかない場合が多いです。対応が遅れ、長い年月をかけ
ても解決できないケースを見てきました。特に相続などで
急に空き家の所有者となった場合、資産の活用方法などを
事前に考えていたかどうかが事態を大きく左右します。だ
からこそ、家の将来を早いうちから考え、不安に感じたら、
すぐに専門家や市に相談してください。準備が早ければ早
いほど、費用も時間もかけずに解決につながりやすいです。

　売りたい、貸したい空き家の情報を市ホームペー
ジ「空き家バンク」で公開中。不動産業者が扱いづ
らい地域や需要の低い物件なども登録できる場合が
あります。市外に住む知り合いなど、空き家を探し
ている人にもぜひ空き家バンクをご紹介ください。

　
「
解
体
し
た
い
け
ど
費
用
が
高
す
ぎ
る
」「
相
続
の
協
議
が
進
ま
ず
そ
の
ま

ま
に
」
―
。
少
子
高
齢
化
や
核
家
族
化
を
背
景
に
、
全
国
で
空
き
家
が
急
増

し
て
い
ま
す
。
空
き
家
問
題
の
現
状
を
知
り
、
利
活
用
や
適
切
な
管
理
の
必

要
性
を
今
か
ら
考
え
ま
し
ょ
う
。�

問
都
市
政
策
課
Ｔ
39
・
２
２
６
５

家
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
よ
う
、

対
策
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

問
題
は
年
々
複
雑
に
。

今
で
き
る
準
備
が
大
切

　
件
数
の
増
加
だ
け
で
な
く
、
市

に
寄
せ
ら
れ
る
相
談
内
容
も
年
々

複
雑
に
。
相
続
で
急
に
空
き
家
の

所
有
者
に
な
る
ケ
ー
ス
か
ら
、
高

額
な
撤
去
費
用
が
掛
か
り
解
決
が

難
し
い
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

中
に
は
放
置
せ
ず
、
す
ぐ
に
対
応

し
て
い
れ
ば
解
決
で
き
た
も
の
も

多
数
あ
り
ま
す
。

　
空
き
家
問
題
は
、
他
人
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
・
親
戚
で
資

産
の
点
検
や
見
直
し
な
ど
相
続
の

計
画
を
立
て
、
今
か
ら
家
の
将
来

に
向
き
合
い
ま
し
ょ
う
。

所有者に聞く、空き家を放置してしまう原因家に第二の人生を

　司法書士会や弁護士会、不動産団体など各専門家が一堂に会する相談会を毎年10月
ごろに実施。不安があればいつでも都市政策課の相談窓口をご利用ください。また、
空き家のリフォーム補助金などが使いやすくなりました。詳しくは市ホームページで。

セミナーや補助制度の活用も

空き家の危険性

○管理に労力と時間がかかる
○遠い親戚の空き家を相続してしま

い、思い入れがない
○相続人の間で協議が進まず、手を

付けられない

○相談先や解決方法がわからない
○自分が所有していることに気付い

てさえいなかった
○高額な費用が掛かるため、解体で

きない など

火災の
発生

ゴミの
不法投棄

建物・塀
の倒壊

放置した結果、
人や周辺の建物に
被害を与えると…

高額な賠償責任
を負う場合も

いつ起きるかわからない。
だからこそ、すぐに専門家へ相談

NPO法人すまいるらいふサポート
事務局　　　飯浜�勝昭 さん

　市と空き家対策の取
り組みで協定を締結し
ている「すまいるらいふ
サポート」。空き家の活

用方法や維持管理、相続手続きなどの
さまざまな悩みに専門家が応じます。
オンラインでも相談できます。

Ｔ86・8637

相談は
無料！

こんな悩みにも応えます
○空き家を処分する方法が知りたい
○高齢なので、コンパクトな家に住み替えたい
○施設へ入所するので、空いた家をどうすればよい
か相談したい

○空き家をリフォームして賃貸したい

空き家バンクの成約率
（平成29年４月～令和４年３月）

���71％
登録（件） 成約（件）

売買 91 63
賃貸 29 22
計 120 85

　 空き家の管理は所有者の責任です　 空き家の管理は所有者の責任です

　７年ほど前から数年間空き家状態が続きました。築60
年以上と古く、駐車場がないこともあり、新しい借り手
が見つからず困っていました。そこで空き家バンクに登
録したところ、パン屋を開きたいという多田さんと出会
うことができたんです。空き家だった場所が賑わってい
て、本当に良い人に使ってもらっています。

川上�まり子�さん

良い人に巡り合え、
� 空き家が生き返った

空き家バンクで家を貸した
パン屋に生まれ
変わった空き家

玄関を改装したパン屋「アム
ゼル」の販売スペース（旭町２）

借り主・多田ひとみさん
　川上さんのご厚意で、
空き家バンクで借りた物
件をリフォームし、パン
屋として使わせてもらっ
ています。たくさんお金
が掛かるため、店舗を持
つことをあきらめていま
した。空き家を使わせて
もらえたことで、夢をか
なえることができました。

空
き
家
、他
人
事
？
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